
   北名古屋衛生組合事後審査型一般競争入札実施要綱 

                           令和３年３月24日 
                           告 示 第 1 3 号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、北名古屋衛生組合（以下「組合」という。）が発注する工事のう

ち、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の５

の２の規定による資格を定めて行う一般競争入札で、入札後に落札候補者の入札参

加資格の確認を行い、入札参加資格を満たす場合に落札を決定する一般競争入札

（以下「事後審査型一般競争入札」という。）の実施に関し、北名古屋衛生組合契約

規則（昭和50年西春日井郡東部衛生組合規則第８号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （対象工事） 

第２条 事後審査型一般競争入札の対象となる工事（「対象工事」という。）は、設計

金額が8，000万円以上の工事の中から、北名古屋衛生組合指名審査委員会規程（平

成25年北名古屋衛生組合訓令第４号）第１条に規定する北名古屋衛生組合指名審査

委員会（以下「指名審査委員会」という。）の審査を経て、管理者が決定するものと

する。 

 （入札の公告） 

第３条 管理者は、政令第 167 条の６第１項及び規則第 7 条の規定に基づく公告に、

規則第８条各号に規定する事項を記載するものとする。 

２ 前項の公告は、北名古屋衛生組合公告式条例（昭和47年西春日井郡東部衛生組合

条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示して公告するものとする。 

 （入札参加資格） 

第４条 事後審査型一般競争入札に参加する者に必要な資格は、入札公告日から落札

決定日までの間、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

 ⑴ 政令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

⑵ 北名古屋市、豊山町（以下「構成市町」という。）の競争入札等参加資格者名簿

のいずれかに登載されている者で、構成市町において指名停止又はそれに準ずる

措置を受けていない者であること。 

⑶ 「北名古屋市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」及び「北

名古屋市が行う調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領」に基づく排除



措置を受けていない者であること。 

２ 管理者は、前項に定めるもののほか、対象工事ごとに入札参加資格要件として、

次に掲げる事項について基準を設けることができる。 

⑴ 愛知県内に建設業の許可を受けた本店又は営業所等を設置していること。 

⑵ 対象工事の種類について、建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する経営事

項審査の総合評定値が一定の数値以上であること。 

⑶ 対象工事と同種工事の施工実績があること。 

⑷ 対象工事に配置を予定する技術者が適正であること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めること。 

３ 前項の入札参加資格要件は、指名審査委員会の審査を経て、決定するものとする。 

 （入札参加申請） 

第５条 事後審査型一般競争入札に参加を希望する者は、第３条の規定による公告に

おいて指定された期間内に、事後審査型一般競争入札参加申請書（様式第１）を管

理者に提出しなければならない。 

 （設計図書等の縦覧及び配付） 

第６条 設計図書等の縦覧及び配付は、第３条の規定による公告において期間、場所

及び配付方法を明らかにし、公告後速やかに行うものとする。 

２ 設計図書等の内容について、質問があるときは、文書により質問を提出するもの

とし、当該質問及び回答の内容は、公表するものとする。 

 （現場説明会） 

第７条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、現場説明会を行う

必要があるときは、入札公告で明らかにするものとする。 

 （入札の方法） 

第８条 入札は、入札公告において指定された場所において入札書により行うものと

する。 

２ 管理者は、第１回目の入札時に入札価格の根拠となる工事費等内訳書を提出させ

ることができる。 

（落札候補者の決定） 

第９条 事後審査型一般競争入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格

で入札した者（最低制限価格を設けた場合には、予定価格の制限の範囲内で最低制

限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者）を第１順位の落



札候補者（以下「第１順位の落札候補者」という。）とし、次に低い価格で入札した

者を次順位の落札候補者（以下「次順位の落札候補者」という。）とし、入札参加資

格の確認が終了するまで落札の決定を保留するものとする。 

２ 開札の結果、同じ価格で入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落札候

補者の順位を決定するものとする。 

 （入札参加資格確認申請書等の提出） 

第10条 管理者は、第１順位の落札候補者に対し、速やかに、事後審査型一般競争入

札参加資格確認申請書（様式第２）及び当該公告に示す入札参加資格確認審査書類

（以下「申請書等」という。）の提出を求めるものとする。 

２ 第１順位の落札候補者は、管理者から申請書等の提出を求められた日から起算し

て２日（北名古屋衛生組合の休日を定める条例（平成元年西春日井郡東部衛生組合

条例第４号）第１条第１項各号に規定する組合の休日（以下「組合の休日」という。）

を除く。）以内に申請書等を管理者が指定する場所に提出しなければならない。 

３ 落札候補者が、前項に規定する期限内に申請書等を提出しないときは、当該落札

候補者の行った入札は無効とするものとする。 

 （入札参加資格要件の審査及び落札者の決定） 

第11条 入札参加資格要件を満たしているか否かの審査は、第１順位の落札候補者か

ら提出のあった申請書等を審査し、入札参加資格要件を満たしているときは、当該

落札候補者を落札者とし、当該落札候補者が入札参加資格要件を満たしていないと

きは、次順位の落札候補者に申請書等の提出を求め、順次審査を行い、入札参加資

格要件を満たしている者が確認できるまで審査を行うものとする。 

２ 入札参加資格要件の審査は、前条第２項に規定する申請書等の提出期限の翌日か

ら起算して３日（組合の休日を除く。）以内に行わなければならない。 

３ 第１項の審査は、指名審査委員会の審査を経て決定するものとする。 

（落札決定の通知等） 

第12条 管理者は、前条第１項の規定により落札を決定したときは、当該落札者に事

後審査型一般競争入札参加資格確認結果通知書（様式第３）によりその旨を速やか

に通知するものとする。 

２ 管理者は、前条第１項の規定により、落札候補者が入札参加資格要件を満たして

いないと判断したときは、当該落札候補者に対して事後審査型一般競争入札参加資

格不適格通知書（様式第４）により通知するものとする。 



（入札参加資格要件を認められなかった者に対する説明） 

第13条 入札参加資格要件を認められなかった者は、前条第２項の通知を受けた翌日

から起算して３日（組合の休日を除く。）以内に、管理者に対し書面により、入札参

加資格がないと認められた理由について説明を求めることができる。 

２ 管理者は、前項の規定により説明を求められたときは、その理由について書面に

より回答するものとする。 

（雑則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１（第５条関係） 

 

事後審査型一般競争入札参加申請書 

  年  月  日 

 

（あて先）北名古屋衛生組合管理者 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名              

 

   年  月  日付けで入札公告がありました下記の工事に係る事後審査型一般競争

入札に参加したいので、申請します。 

  

記 

 

１ 工事名 

 

 

２ 工事場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第２（第10条関係） 

 

事後審査型一般競争入札参加資格確認申請書 

 

                                年  月  日 

（あて先）北名古屋衛生組合管理者 

 

住    所 

商号又は名称 

代表者氏名   

              

 

      年  月  日付けで入札公告のありました下記の工事に係る事後審査型一般競

争入札について、添付書類を添えて、入札参加資格の確認を申請します。 

なお、本申請書及び添付書類の記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

１ 工事名 

 

２ 工事場所 

 

３ 資格確認事項 

  別添のとおり 

 

 

 

 

 

 

 



３ 資格確認事項 

・所 在 地  

・    工事の

総合評定値 

 
・建設業許可番号 

 

・専任の配置予定の技術者氏名等 

技術者氏名  

工事に係る監理技術者資格者証の交付番号  

・同種工事の施工実績 

発注者名  

工事名  

工事場所  

工期  

契約金額  

  （記載要領及び注意事項） 

  １ 総合評定値は、申請日に１年７か月を経過しない審査基準日の総合評定値通知書       工事の

総合評定値を記載すること。 

  ２ 当該工事と同種の工事のうち過去１０年間以内の工事実績を１件記載すること。 

  ３ 上記のほか、申請書提出時には次の資料等を提出すること。 

   ⑴ 建設業許可通知書の写し 

⑵ 経営事項審査の結果通知書の写し（申請日に１年７か月を経過しないもの） 

⑶ 監理技術者資格者証又は国家資格を有する主任技術者証の写し 

⑷ 配置予定技術者が直積的かつ恒常的な雇用関係にあることが証明できる書類（健康保険被保険者証等

の写し） 

⑸ 同種工事の施工実績が確認できる書類 

「工事実績情報システム（CORINS)」による竣工時工事カルテの写し（技術データを含む。）を添付する

こと。施工実績の内容が工事カルテで確認できないときは、契約書、設計書、仕様書等の写しを添付す

ること。 

   ⑹ 組合が指定する書類 



様式第３（第12条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

事後審査型一般競争入札参加資格確認結果通知書 

 

 様 

                    北名古屋衛生組合管理者 

 

年  月  日付けで申請のありました事後審査型一般競争入札の参加資格につ

いて、下記のとおり確認しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 入札公告日 

 

２ 工事名 

 

３ 工事場所 

 

４ 入札参加資格の有無 

 

５ 審査の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４（第12条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

事後審査型一般競争入札参加資格不適格通知書 

 

 様 

                    北名古屋衛生組合管理者 

 

年  月  日付けで申請のありました事後審査型一般競争入札の参加資格につ

いて審査した結果、下記のとおり不適格と認められましたので通知します。 

 

記 

 

１ 入札公告日 

 

２ 工事名 

 

３ 工事場所 

 

４ 入札参加資格の有無 

 

５ 不適格となった理由 

 

 

 

（注）この通知に疑義がある場合は、北名古屋衛生組合事後審査型一般競争入札実施要綱第

13条第１項の規定により、この通知を受けた翌日から起算して３日（組合の休日を除く。）

以内に、その理由について書面で問い合わせることができます。 

 

 


